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登録文化財制度の創設に関する答申について 

 

 

昭島市文化財保護審議会条例（昭和 51 年条例第 32 条）第２条第８号の規定によ

り、昭島市教育委員会から昭島市文化財保護審議会に諮問した登録文化財制度の創

設について、登録文化財制度は、所有者等による文化財の自主的な保護を促すもの

で、文化財保護施策として登録文化財制度の創設が妥当であると、別紙のとおり答

申があった。この答申を受け、登録文化財制度の創設について検討を進める。 



別 紙


	【報告9】登録文化財制度の創設に関する答申について
	【報告9-2】登録文化財制度の創設に関する諮問（答申）

